
 

 

第２６回尼崎市議会定例会市長提出予定案件 

 

 

１ 議案の数及び名称 

  議案の数 

種 別 
専決処分

報 告 
予 算 条 例 その他 計 

件 数 ２ １ ３ ２ ８ 

 

  議案の名称 

＜専決処分報告＞ 

 報告第 １号  専決処分について（令和３年度尼崎市一般会計補正予算（第２号）） 

 報告第 ２号  専決処分について（尼崎市市税条例の一部を改正する条例） 

＜予算＞ 

議案第５３号  令和３年度尼崎市一般会計補正予算（第３号） 

＜条例＞ 

議案第５４号  尼崎市立生涯学習プラザの設置及び管理に関する条例の一部を改正

する条例について 

議案第５５号  尼崎市市税条例等の一部を改正する条例について 

議案第５６号  尼崎市市道の構造の技術的基準等を定める条例の一部を改正する条

例について 

＜その他＞ 

議案第５７号  権利の放棄について（災害援護資金の貸付けを受けた者の連帯保証

人に対して有する権利） 

議案第５８号  事業契約の変更について（市営武庫３住宅第２期（宮ノ北住宅）建

替事業） 

 

２ その他の報告 

  尼崎市障害者計画の策定について 

   議会の指定に基づく専決処分 

・ 和解及び損害賠償の額の決定 

交通事故    １件      ６０，５００円 
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その他の事故  ２件      ２０７，０９６円 
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第２６回尼崎市議会定例会 

議 案 説 明 資 料 
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（議案説明資料） 

＜令和３年５月定例会＞ 

種 別 専決処分報告 番 号 報告第１号 所 管 各事業所管課 

件 名 専決処分について（令和３年度尼崎市一般会計補正予算（第２号）） 

内       容 

１ 専決理由 

低所得の子育て世帯のうち、ひとり親世帯等に対して子育て世帯生活支援特別給付

金を支給するほか、兵庫県が行う営業時間の短縮要請に応じた店舗を運営する事業者

等に対し、兵庫県と協調して新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金を支給するに

あたり、予算の補正が必要となったが、議会を招集する時間的余裕がなかったため、

地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき専決処分したもの。 

 

２ 専決処分日 

  令和３年４月２２日 

 

３ 補正予算の規模 

（単位：千円） 

現在予算額 補正予算額 補正後予算額 

212,941,596 764,553 213,706,149 

 

４ 歳入歳出補正予算額 

（単位：千円） 

歳   入 歳   出 

款 補正予算額 款 補正予算額 

国庫支出金 764,553 民生費 342,607 

  商工費 421,946 

合 計 764,553 合 計 764,553 

 

５ 補正予算の内容 

  新型コロナウイルス感染症の影響により生活に困っている世帯に対する支援とし

て、低所得の子育て世帯のうち、ひとり親世帯等に対して子育て世帯生活支援特別給

付金を支給するほか、兵庫県が行う営業時間の短縮要請に応じた店舗を運営する事業

者等に対し、兵庫県と協調して新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金を支給する

ことに伴い補正を行う。費目別事業概要は別紙のとおり。 
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別 紙 

 

 

補正予算の内容 

〇 新型コロナウイルス感染症への対応に係る補正予算 補正予算額   764,553 千円 

（１）市民生活への支援の強化 補正予算額  342,607 千円 

  ・子育て世帯生活支援特別給付事業費 

   新型コロナウイルス感染症の影響により生活に困っている世帯に対する支援として、

低所得の子育て世帯のうち、ひとり親世帯等に対して子育て世帯生活支援特別給付金

を支給する。 

   対象者：① 令和 3年 4月分の児童扶養手当受給者 

② 公的年金等を受給していることにより、令和 3年 4月分の児童扶養手当

の支給を受けていない方 

③ 令和 3年 4 月分の児童扶養手当は受給していないが、新型コロナウイル

ス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当の受

給者と同じ水準となっている方 

給付額：児童 1人当たり一律 5万円 

（２）地域経済の活性化・地域の元気づくり 補正予算額  421,946 千円 

・新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金関係事業費 

   兵庫県が行う営業時間の短縮（休業含む）要請に応じた店舗を運営する事業者等に対

し、兵庫県と協調して新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金を支給する。 

   支給額：① 3/22～4/4（14 日間） 1 日あたり 4万円／店舗 

② 4/ 5～5/5（31 日間） 1日あたり 4～20 万円／店舗 

 

 

 

 

費用負担割合：国：80％ 県：20％×2/3 市：20％×1/3 

 

費目別事業概要 

 

民生費 342,607 千円 

  

子育て世帯生活支援特別給付事業費 

  新型コロナウイルス感染症の影響により生活に困っている世帯

に対する支援として、低所得の子育て世帯のうち、ひとり親世

帯等に対して子育て世帯生活支援特別給付金を支給する。 

342,607 千円 

  

商工費 421,946 千円 

  

新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金関係事業費 

兵庫県が行う営業時間の短縮要請に応じた店舗を運営する事業

者等に対し、兵庫県と協調して新型コロナウイルス感染症拡大

防止協力金を支給する。 

421,946 千円 

 

10万円以下の店舗 4万円

10～25万円の店舗 売上高×0.4の額

25万円以上の店舗 10万円

大企業

中小企業
※前年度又は前々年度の1日当

たり売上高に応じて単価決定

１日当たりの売上高の減少額×0.4（上限20万円）※中小企業も選択可
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（議案説明資料） 

＜令和３年５月定例会＞ 

種 別 専決処分報告 番 号 報告第２号 所 管 税務管理課 

件 名 専決処分について（尼崎市市税条例の一部を改正する条例） 

内       容 

１ 専決理由 

  地方税法等の一部を改正する法律（令和３年法律第７号）の一部が令和３年４月１

日に施行されることに伴い、条例改正が必要となったが、議会を招集する時間的余裕

がなかったため、地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき専決処分したもの。 

 

２ 専決処分日 

  令和３年３月３１日 

 

３ 主な専決内容 

  令和３年度評価替えに伴う固定資産税・都市計画税に関する土地の負担調整措置

の継続に係る次に掲げる措置を講ずる。 

ア 据置年度（令和４年度及び令和５年度）の土地の評価額について、地価の下落

に伴い修正することができる措置を継続する。 

イ 商業地等に係る令和３年度分から令和５年度分までの固定資産税・都市計画税

について、税額負担の上限を評価額の７０％とする措置を継続する。 

ウ 用途変更宅地等に係る令和３年度分から令和５年度分までの固定資産税・都市

計画税の課税標準額の算出において、平均負担水準方式を適用しない措置を継続

し、みなし方式の適用を継続する。 

  軽自動車税環境性能割の税率を１％分軽減する臨時的軽減措置について、適用期

限を９月延長し、令和３年１２月３１日までに取得したものを対象とする。 

 

４ 施行期日 

  令和３年４月１日 
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尼崎市市税条例 

改正後 現 行 

（環境性能割の税率） 

第６１条の３ 略 

   法第４５１条第１項（同条第４項及び第５

項において読み替えて準用する場合を含

む。）に規定する３輪以上の軽自動車 １０

０分の１ 

   法第４５１条第２項（同条第４項及び第５

項において読み替えて準用する場合を含

む。）に規定する３輪以上の軽自動車 １０

０分の２ 

附 則 

（令和４年度又は令和５年度における土地の価

格の特例） 

１１ 本市の区域内の自然的及び社会的条件か

らみて類似の利用価値を有すると認められる

地域において地価が下落し、かつ、市長が法附

則第１７条の２第１項に規定する修正前の価

格を当該地域に所在する土地に対して課する

当該年度分の固定資産税の課税標準とするこ

とが固定資産税の課税上著しく均衡を失する

と認める場合における当該土地に対して課す

る当該年度分の固定資産税の課税標準は、第４

０条の規定にかかわらず、令和４年度分又は令

和５年度分の固定資産税に限り、当該土地の同

項に規定する修正価格（以下「修正価格」とい

う。）で土地課税台帳等に登録されたものとす

る。 

１２ 令和４年度分の固定資産税について前項

の規定の適用を受けた土地（以下「令和４年度

適用土地」という。）又は法附則第１７条の２

第１項の表の第３号、第５号若しくは第６号に

掲げる土地でこれらの土地の類似土地（法附則

第１７条第７号に規定する類似土地をいう。）

が令和４年度適用土地であるものであって、令

和５年度分の固定資産税について前項の規定

の適用を受けないこととなるものに対して課

（環境性能割の税率） 

第６１条の３ 略 

   法第４５１条第１項（同条第４項において

読み替えて準用する場合を含む。）に規定す

る３輪以上の軽自動車 １００分の１ 

 

   法第４５１条第２項（同条第４項において

読み替えて準用する場合を含む。）に規定す

る３輪以上の軽自動車 １００分の２ 

 

附 則 

（令和元年度又は令和２年度における土地の価

格の特例） 

１１ 本市の区域内の自然的及び社会的条件か

らみて類似の利用価値を有すると認められる

地域において地価が下落し、かつ、市長が法附

則第１７条の２第１項に規定する修正前の価

格を当該地域に所在する土地に対して課する

当該年度分の固定資産税の課税標準とするこ

とが固定資産税の課税上著しく均衡を失する

と認める場合における当該土地に対して課す

る当該年度分の固定資産税の課税標準は、第４

０条の規定にかかわらず、令和元年度分又は令

和２年度分の固定資産税に限り、当該土地の同

項に規定する修正価格（以下「修正価格」とい

う。）で土地課税台帳等に登録されたものとす

る。 

１２ 令和元年度分の固定資産税について前項

の規定の適用を受けた土地（以下「令和元年度

適用土地」という。）又は法附則第１７条の２

第１項の表の第３号、第５号若しくは第６号に

掲げる土地でこれらの土地の類似土地が令和

元年度適用土地であるものであって、令和２年

度分の固定資産税について前項の規定の適用

を受けないこととなるものに対して課する同

年度分の固定資産税の課税標準は、第４０条の
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する同年度分の固定資産税の課税標準は、第４

０条の規定にかかわらず、法附則第１７条の２

第２項に規定する修正された価格で土地課税

台帳等に登録されたものとする。 

１３ 固定資産税の納税者は、その納付すべき令

和４年度分又は令和５年度分の固定資産税に

係る附則第１１項の規定の適用を受ける土地

について土地課税台帳等に登録された修正価

格について法第４３２条第１項の規定により

審査の申出をする場合においては、当該土地に

係る当該年度の前年度分の固定資産税の課税

標準の基礎となった価格についての不服を審

査の申出の理由とすることができない。 

（商業地等に対して課する令和３年度から令和

５年度までの各年度分の固定資産税の特例） 

１４ 商業地等（法附則第１７条第４号に規定す

る商業地等をいう。以下同じ。）のうち当該商

業地等の当該年度の負担水準（法附則第１７条

第８号に規定する負担水準をいう。以下同じ。）

が０．７を超えるものに係る令和３年度から令

和５年度までの各年度分の固定資産税の額は、

法附則第１８条第５項に規定する商業地等調

整固定資産税額とする。 

（商業地等に対して課する令和３年度から令和

５年度までの各年度分の都市計画税の特例） 

１６ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度

の負担水準が０．７を超えるものに係る令和３

年度から令和５年度までの各年度分の都市計

画税の額は、法附則第２５条第５項の規定によ

り算定した税額とする。 

（用途変更宅地等及び類似用途変更宅地等に対

して課する固定資産税及び都市計画税） 

１７ 令和３年度から令和５年度までの各年度

分の固定資産税及び都市計画税については、法

附則第１８条の３及び附則第２５条の３の規

定は、適用しない。この場合において、当該各

年度分の固定資産税及び都市計画税について

は、地方税法等の一部を改正する法律（令和３

規定にかかわらず、法附則第１７条の２第２項

に規定する修正された価格で土地課税台帳等

に登録されたものとする。 

 

１３ 固定資産税の納税者は、その納付すべき令

和元年度分又は令和２年度分の固定資産税に

係る附則第１１項の規定の適用を受ける土地

について土地課税台帳等に登録された修正価

格について法第４３２条第１項の規定により

審査の申出をする場合においては、当該土地に

係る当該年度の前年度分の固定資産税の課税

標準の基礎となった価格についての不服を審

査の申出の理由とすることができない。 

（商業地等に対して課する平成３０年度から令

和２年度までの各年度分の固定資産税の特例） 

１４ 商業地等（法附則第１７条第４号に規定す

る商業地等をいう。以下同じ。）のうち当該商

業地等の当該年度の負担水準（法附則第１７条

第８号に規定する負担水準をいう。以下同じ。）

が０．７を超えるものに係る平成３０年度から

令和２年度までの各年度分の固定資産税の額

は、法附則第１８条第５項に規定する商業地等

調整固定資産税額とする。 

（商業地等に対して課する平成３０年度から令

和２年度までの各年度分の都市計画税の特例） 

１６ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度

の負担水準が０．７を超えるものに係る平成３

０年度から令和２年度までの各年度分の都市

計画税の額は、法附則第２５条第５項の規定に

より算定した税額とする。 

（用途変更宅地等及び類似用途変更宅地等に対

して課する固定資産税及び都市計画税） 

１７ 平成３０年度から令和２年度までの各年

度分の固定資産税及び都市計画税については、

法附則第１８条の３の規定及び法附則第２５

条の３の規定は、適用しない。 
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年法律第７号）附則第１４条第２項から第５項

までに定めるところによる。 

（軽自動車税の環境性能割の非課税） 

３４ 法第４５１条第１項第１号（同条第４項及

び第５項において読み替えて準用する場合を

含む。）に掲げる３輪以上の軽自動車（自家用

のものに限る。以下この項において同じ。）に

対しては、当該３輪以上の軽自動車の取得が令

和元年１０月１日から令和３年１２月３１日

までの間（附則第３７項において「特定期間」

という。）に行われたときに限り、第６０条第

１項の規定にかかわらず、軽自動車税の環境性

能割を課さない。 

 

 

（軽自動車税の環境性能割の非課税） 

３４ 法第４５１条第１項第１号（同条第４項に

おいて読み替えて準用する場合を含む。）に掲

げる３輪以上の軽自動車（自家用のものに限

る。以下この項において同じ。）に対しては、

当該３輪以上の軽自動車の取得が令和元年１

０月１日から令和３年３月３１日までの間（附

則第３７項において「特定期間」という。）に

行われたときに限り、第６０条第１項の規定に

かかわらず、軽自動車税の環境性能割を課さな

い。 
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（議案説明資料） 

＜令和３年５月定例会＞ 

種 別 予算 番 号 議案第５３号 所 管 各事業所管課 

件 名 令和３年度尼崎市一般会計補正予算（第３号） 

内       容 

１ 補正予算の内容 

 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、介護施設等に対して生活空間等の

区分けを行うゾーニング環境等の整備に必要な経費を補助するほか、新規感染者数の

増に対応するため、人材派遣を活用し保健所の人員体制を強化するとともに、医療提

供体制の充実を図ることを目的に、症状が改善したものの、引き続き医療支援が必要

な高齢者等について、新型コロナウイルス感染症専用病床からの転院を促進するた

め、受入先の医療機関等へ協力金を支給する。 

新型コロナウイルス感染症対策以外の補正予算では、今年度開催を予定している尼

子騒兵衛展において文化芸術による地方創生等を目的とした補助金の内示等に伴い、

実行委員会に対する負担金を増額するほか、次期焼却施設の整備として、クリーンセ

ンター第３工場の解体及び跡地整備について債務負担行為の設定を行うことに伴い

補正を行う。 

各事業の概要等は別紙のとおり。 

 

２ 補正予算の規模 

（単位：千円） 

現在予算額 補正予算額 補正後予算額 

213,706,149 67,419 213,773,568 

 

３ 歳入歳出補正予算額 

（単位：千円） 

歳   入 歳   出 

款 補正予算額 款 補正予算額 

国庫支出金 8,756 総務費 4,350 

県支出金 60,369 民生費 37,500 

繰入金 △5,006 衛生費 25,569 

諸収入 3,300   

合 計 67,419 合 計 67,419 
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４ 債務負担行為 

追加                         （単位：千円） 

事  項 期  間 限 度 額 

次期焼却施設等整備事業 令和 6年度 2,984,000 
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 別  紙  

 

 

補正予算の内容 

 

〇 新型コロナウイルス感染症対策に係る補正予算 補正予算額    63,069 千円 

（１）医療提供体制・感染症拡大防止対策の充実 補正予算額    63,069 千円 

  ・衛生管理体制確保支援事業費 

   介護施設等に対して、生活空間等の区分けを行うゾーニング環境等の整備に必要な経

費を補助する。 

＜補助メニュー＞ 

   ①ユニット型施設の各ユニットへの玄関室設置によるゾーニング 

    （補助上限額：1,000 千円／箇所） 

   ②従来型個室・多床室のゾーニング（補助上限額：6,000 千円／箇所） 

③2方向から出入りできる家族面会室の設置（補助上限額：3,500 千円／施設） 

  ・感染症対策事業費 

症状が改善したものの、引き続き医療支援が必要な高齢者等について、新型コロナウ

イルス感染症専用病床からの転院を促進するため、受入先の医療機関等へ協力金を支

給する。（支給額：100 千円／人） 

また、新規感染者数の増に対応するため、人材派遣を活用し保健所の人員体制を強化

する。 

派遣人数：保健師等 6名（自宅療養者等に対する健康相談や疫学調査等） 

 

〇 その他の補正予算 補正予算額   4,350 千円 

（１）尼子騒兵衛作品等資料収集・調査・活用事業費 補正予算額   4,350 千円 

文化芸術による地方創生等を目的とした補助金の内示等に伴い、尼子騒兵衛展実行委

員会に対する負担金を増額する。 

 

〇 債務負担行為 

（１）次期焼却施設等整備事業  債務負担行為 2,984,000 千円 

次期焼却施設整備に係る一連工事のうち、クリーンセンター第 3 工場の解体及び跡地

整備について、債務負担行為を設定する。                        

 

費目別事業概要 

 

総務費 4,350 千円 

  

尼子騒兵衛作品等資料収集・調査・活用事業費 

文化芸術による地方創生等を目的とした補助金の内示等に伴

い、尼子騒兵衛展実行委員会に対する負担金を増額する。 

4,350 千円 
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 別  紙  

民生費 37,500 千円 

  

 衛生管理体制確保支援事業費 

  介護施設等に対して、生活空間等の区分けを行うゾーニング環

境等の整備に必要な経費を補助する。 

37,500 千円 

  

衛生費 25,569 千円 

  

感染症対策事業費 

引き続き医療支援が必要な高齢者等について、新型コロナウイ

ルス感染症専用病床からの転院を促進するため、受入先の医療

機関等へ協力金を支給する。また、新規感染者数の増に対応す

るため、人材派遣を活用し保健所の人員体制を強化する。 

25,569 千円 
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（議案説明資料） 

＜令和３年５月定例会＞ 

種 別 条例 番 号 議案第５４号 所 管 立花地域課 

件 名 
尼崎市立生涯学習プラザの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

について 

内       容 

１ 改正理由 

現在、複合施設新築工事を進めている尼崎市立立花南生涯学習プラザについて、工

事完了後の移転に合わせて、位置及び使用料の変更を行うもの。 

 

２ 改正内容 

  位置 

「尼崎市大西町１丁目１４番５号」から「尼崎市栗山町２丁目２５番２８号」に

改める。 

  使用料 

   既に複合施設として供用を開始している他の生涯学習プラザの使用料を参考に

移転後の立花南生涯学習プラザの使用料を設定する。 

 

３ 施行期日 

  令和４年４月１日 
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尼崎市立生涯学習プラザの設置及び管理に関する条例 

改正後 現 行 

（名称及び位置） 

第３条 プラザの名称及び位置は、次表のとお

りとする。 

名称 位置 

  
  

尼崎市立立花南生涯

学習プラザ 

尼崎市栗山町 2丁目

25 番 28 号 

  
  

 

別表 

区分 使用料 

午前 9

時から

午後 0

時まで 

午後 1

時から

午後 5

時まで 

午後 6

時から

午後 9

時まで 

        

  

尼崎

市立

立花

南生

涯学

習プ

ラザ 

ホール 
11,300

円 

15,000

円 

22,600

円 

大

会

議

室 

全面

使用 

3,100

円 

4,200

円 

6,200

円 

3分の

2面使

用 

2,100

円 

2,800

円 

4,200

円 

3分の

1面使

用 

1,000

円 

1,400

円 

2,000

円 

小

会

議

室 

全面

使用 

1,500

円 

2,100

円 

3,100

円 

2分の

1面使
750 円 

1,000

円 

1,500

円 

（名称及び位置） 

第３条 プラザの名称及び位置は、次表のとお

りとする。 

名称 位置 

  
  

尼崎市立立花南生涯

学習プラザ 

尼崎市大西町 1丁目

14 番 5 号 

  
  

 

別表 

区分 使用料 

午前 9

時から

午後 0

時まで 

午後 1

時から

午後 5

時まで 

午後 6

時から

午後 9

時まで 

        

  

尼崎

市立

立花

南生

涯学

習プ

ラザ 

ホール 
9,000

円 

11,900

円 

18,000

円 

教室 800 円 
1,100

円 

1,600

円 

大

会

議

室 

全面

使用 

2,500

円 

3,400

円 

5,000

円 

3 分

の 1

面使

用 

900 円 
1,200

円 

1,700

円 

小会議室 
1,200

円 

1,600

円 

2,400

円 
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用 

学習室 900 円 
1,200

円 

1,800

円 

和室 900 円 
1,200

円 

1,800

円 

実習室 
1,800

円 

2,500

円 

3,700

円 

音楽室 
1,600

円 

2,100

円 

3,200

円 

      

 

大

広

間 

全面

使用 

4,100

円 

5,400

円 

8,200

円 

2 分

の 1

面使

用 

2,100

円 

2,700

円 

4,100

円 

茶室 
1,000

円 

1,200

円 

1,900

円 

 料理教室 
1,200

円 

1,600

円 

2,400

円 
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（議案説明資料） 

＜令和３年５月定例会＞ 

種 別 条例 番 号 議案第５５号 所 管 税務管理課 

件 名 尼崎市市税条例等の一部を改正する条例について 

内       容 

１ 改正理由 

地方税法等の一部を改正する法律（令和３年法律第７号）の制定内容等に準じた規

定の整備を行うもの。 

 

２ 主な改正内容 

   住宅ローン控除の適用期間を１３年間とする特例措置について、入居期限を１年

延長し、令和４年１２月３１日までに入居したもの（所得税において同特例措置の

対象となるものに限る。）を個人市民税における同特例措置の対象とし、さらに、

延長した１年については、合計所得金額１,０００万円以下の者に対して、対象と

なる住居の床面積要件を現行の５０㎡以上から４０㎡以上に緩和する。 

   改正予定の特定都市河川浸水被害対策法又は下水道法の規定により認定を受け

た雨水貯留浸透施設整備計画に基づき、浸水の防止を図るために取得する雨水貯留

浸透施設（償却資産）に係る固定資産税について、課税標準を価格に３分の１を乗

じて得た額とする特例措置を令和６年３月３１日まで講ずる。 

  営業用乗用車及び軽貨物車に係る軽自動車税種別割のグリーン化特例（軽課）（排

出ガス性能及び燃費性能が優れたものについて、軽自動車税種別割を１年度分（初

回車両番号指定の翌年度分）軽減するもの。）について、次の改正を行う。 

 ア 令和３年３月３１日までとなっていた適用期限を２年延長し、令和５年３月３

１日までとする。 

イ 営業用乗用車については、燃費基準の切り替え（令和２年度基準⇒令和１２年

度基準）を行う。 

ウ 軽貨物車については、対象の縮小（ガソリン車を対象から除外し、電気自動車

及び天然ガス自動車のみを対象とする。）を行う。 

   その他 

   生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の延長等の所要の改正を行う。 

 

３ 施行期日 

公布の日 

ただし、２ は特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律の施行の日 
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尼崎市市税条例（第１条関係） 

改正後 現 行 

（個人の市民税の非課税の範囲） 

第１８条 略 

   障害者（法第２９２条第１項第１０号に規

定する障害者をいう。以下同じ。）、未成年者、

寡婦（同項第１１号に規定する寡婦をいう。

以下同じ。）又はひとり親（同項第１２号に

規定するひとり親をいう。以下同じ。）（これ

らの者の前年（当該年度の初日の属する年の

前年をいう。次項、次款（第２７条の３第２

項を除く。）、第４款及び附則において同じ。）

の合計所得金額（法第２９２条第１項第１３

号に規定する合計所得金額をいう。以下同

じ。）が法第２９５条第１項第２号に規定す

る額を超える場合を除く。） 

 

（個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族申

告書） 

第２７条の２ 

３ 前２項の場合において、これらの規定による

申告書（以下この条において「扶養親族申告書」

という。）がその提出の際に経由すべき給与支

払者に受理されたときは、当該扶養親族申告書

は、その受理された日に市長に提出されたもの

とみなす。 

４ 給与所得者は、扶養親族申告書の提出の際に

経由すべき給与支払者が電磁的方法（電子情報

処理組織を使用する方法その他の情報通信の

技術を利用する方法であって省令で定めるも

のをいう。以下この節において同じ。）による

扶養親族申告書に記載すべき事項の提供を適

正に受けることができる措置を講じているこ

とその他の令で定める要件を満たす場合には、

省令で定めるところにより、扶養親族申告書の

提出に代えて、当該給与支払者に対し、扶養親

族申告書に記載すべき事項を電磁的方法によ

り提供することができる。 

（個人の市民税の非課税の範囲） 

第１８条 略 

   障害者（法第２９２条第１項第１０号に規

定する障害者をいう。以下同じ。）、未成年者、

寡婦（同項第１１号に規定する寡婦をいう。

以下同じ。）又はひとり親（同項第１２号に

規定するひとり親をいう。以下同じ。）（これ

らの者の前年（当該年度の初日の属する年の

前年をいう。次項、次款（第２７条の３第２

項を除く。）、第４款及び附則（第３１項を除

く。）において同じ。）の合計所得金額（法第

２９２条第１項第１３号に規定する合計所

得金額をいう。以下同じ。）が法第２９５条

第１項第２号に規定する額を超える場合を

除く。） 

（個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族申

告書） 

第２７条の２ 

３ 前２項の場合において、これらの規定による

申告書がその提出の際に経由すべき給与支払

者に受理されたときは、その申告書は、その受

理された日に市長に提出されたものとみなす。 

 

 

４ 給与所得者は、第１項及び第２項の規定によ

る申告書の提出の際に経由すべき給与支払者

が所得税法第１９８条第２項に規定する納税

地の所轄税務署長の承認を受けている場合に

は、省令で定めるところにより、当該申告書の

提出に代えて、当該給与支払者に対し、当該申

告書に記載すべき事項を電磁的方法（電子情報

処理組織を使用する方法その他の情報通信の

技術を利用する方法であって省令で定めるも

のをいう。次条第４項において同じ。）により

提供することができる。 
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５ 前項の規定の適用がある場合における第３

項の規定の適用については、同項中「がその提

出」とあるのは「に記載すべき事項の提供」と、

「に受理された」とあるのは「が当該事項の提

供を受けた」と、「受理された日」とあるのは

「提供を受けた日」とする。 

 

（個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養

親族申告書） 

第２７条の３ 

３ 第１項の場合において、同項の規定による申

告書（以下この条において「扶養親族申告書」

という。）がその提出の際に経由すべき公的年

金等支払者に受理されたときは、当該扶養親族

申告書は、その受理された日に市長に提出され

たものとみなす。 

４ 公的年金等受給者は、扶養親族申告書の提出

の際に経由すべき公的年金等支払者が電磁的

方法による扶養親族申告書に記載すべき事項

の提供を適正に受けることができる措置を講

じていることその他の令で定める要件を満た

す場合には、省令で定めるところにより、扶養

親族申告書の提出に代えて、当該公的年金等支

払者に対し、扶養親族申告書に記載すべき事項

を電磁的方法により提供することができる。 

５ 前項の規定の適用がある場合における第３

項の規定の適用については、同項中「がその提

出」とあるのは「に記載すべき事項の提供」と、

「に受理された」とあるのは「が当該事項の提

供を受けた」と、「受理された日」とあるのは

「提供を受けた日」とする。 

 

（特別徴収税額） 

第３５条の７ 略 

   退職手当等の支払を受ける者が提出した

次条第１項の規定による申告書（以下この款

において「退職所得申告書」という。）に、

その支払うべきことが確定した年において

５ 前項の規定の適用がある場合における第３

項の規定の適用については、同項中「申告書が」

とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、

「給与支払者に受理されたとき」とあるのは

「給与支払者が提供を受けたとき」と、「受理

された日」とあるのは「提供を受けた日」とす

る。 

（個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養

親族申告書） 

第２７条の３ 

３ 第１項の場合において、同項の規定による申

告書がその提出の際に経由すべき公的年金等

支払者に受理されたときは、その申告書は、そ

の受理された日に市長に提出されたものとみ

なす。 

 

４ 公的年金等受給者は、第１項の規定による申

告書の提出の際に経由すべき公的年金等支払

者が所得税法第２０３条の６第６項に規定す

る納税地の所轄税務署長の承認を受けている

場合には、省令で定めるところにより、当該申

告書の提出に代えて、当該公的年金等支払者に

対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方

法により提供することができる。 

 

５ 前項の規定の適用がある場合における第３

項の規定の適用については、同項中「申告書が」

とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、

「公的年金等支払者に受理されたとき」とある

のは「公的年金等支払者が提供を受けたとき」

と、「受理された日」とあるのは「提供を受け

た日」とする。 

（特別徴収税額） 

第３５条の７ 略 

   退職手当等の支払を受ける者が提出した

次条第１項の規定による申告書（以下本条、

次条第２項及び第３５条の９第１項におい

て「退職所得申告書」という。）に、その支
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支払うべきことが確定した他の退職手当等

ですでに支払がされたもの（次号及び次条第

１項において「支払済みの他の退職手当等」

という。）がない旨の記載がある場合 その

支払う退職手当等の金額について第３５条

の２及び第３５条の３の規定を適用して計

算した税額 

 

（退職所得申告書） 

第３５条の８ 退職手当等の支払を受ける者で

その退職手当等の支払を受けるべき日の属す

る年の１月１日現在において市内に住所を有

するものは、その支払を受ける時までに、省令

で定めるところにより、法第３２８条の７第１

項各号に掲げる事項を記載した申告書を、その

退職手当等の支払をする者を経由して、市長に

提出しなければならない。この場合において、

支払済みの他の退職手当等がある旨を記載し

た申告書を提出するときは、当該申告書に当該

支払済みの他の退職手当等につき法第３２８

条の１４の規定により交付される特別徴収票

を添付しなければならない。 

３ 退職手当等の支払を受ける者は、退職所得申

告書の提出の際に経由すべき退職手当等の支

払をする者が電磁的方法による退職所得申告

書に記載すべき事項の提供を適正に受けるこ

とができる措置を講じていることその他の令

で定める要件を満たす場合には、省令で定める

ところにより、退職所得申告書の提出に代え

て、当該退職手当等の支払をする者に対し、退

職所得申告書に記載すべき事項を電磁的方法

により提供することができる。 

４ 前項の規定の適用がある場合における前条、

第１項後段及び第２項の規定の適用について

は、同項中「がその提出」とあるのは「に記載

すべき事項の提供」と、「に受理された」とあ

るのは「が当該事項の提供を受けた」と、「受

理された時」とあるのは「提供を受けた時」と

払うべきことが確定した年において支払う

べきことが確定した他の退職手当等ですで

に支払がされたもの（次号及び次条第１項に

おいて「支払済みの他の退職手当等」とい

う。）がない旨の記載がある場合 その支払

う退職手当等の金額について第３５条の２

及び第３５条の３の規定を適用して計算し

た税額 

（退職所得申告書） 

第３５条の８ 退職手当等の支払を受ける者で

その退職手当等の支払を受けるべき日の属す

る年の１月１日現在において市内に住所を有

するものは、その支払を受ける時までに、省令

で定める申告書を、その退職手当等の支払をす

る者を経由して、市長に提出しなければならな

い。この場合において、支払済みの他の退職手

当等がある旨を記載した申告書を提出すると

きは、当該申告書に当該支払済みの他の退職手

当等につき法第３２８条の１４の規定により

交付される特別徴収票を添付しなければなら

ない。 
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するほか、必要な読替えは、市長が別に定める。 

附 則 

（固定資産税等の課税標準等の特例） 

１０ 略 

 （削る） 

  法附則第１５条第１６項本文 ５分の３ 

  法附則第１５条第１６項ただし書 ２分

の１ 

  法附則第１５条第２３項 ２分の１ 

  法附則第１５条第２４項第１号 ３分の

 ２ 

  法附則第１５条第２４項第２号 ２分の

 １ 

  法附則第１５条第２４項第３号 ２分の

 １ 

  法附則第１５条第２５項第１号 ３分の

 ２ 

  法附則第１５条第２５項第２号 ２分の

 １ 

  法附則第１５条第２７項第１号 ３分の

 ２ 

  法附則第１５条第２７項第２号 ４分の

  ３ 

  法附則第１５条第２７項第３号 ２分の

 １ 

  法附則第１５条第３０項 ３分の２ 

  法附則第１５条第３４項 ２分の１ 

  法附則第１５条第３５項 ３分の２ 

 （削る） 

  法附則第１５条第４２項 ３分の２ 

  略 

（軽自動車税の種別割の税率の特例） 

３８ ３輪以上の軽自動車（法附則第３０条第１

項に規定する軽自動車をいう。以下この項にお

いて「特定軽自動車」という。）に対する当該

特定軽自動車が最初の法第４４４条第３項に

規定する車両番号の指定（次項から附則第４５

項までにおいて「初回車両番号指定」という。）

 

附 則 

（固定資産税等の課税標準等の特例） 

１０ 略 

  法附則第１５条第８項 ４分の３ 

  法附則第１５条第１９項本文 ５分の３ 

  法附則第１５条第１９項ただし書 ２分

の１ 

  法附則第１５条第２６項 ２分の１ 

  法附則第１５条第２７項第１号 ３分の

 ２ 

  法附則第１５条第２７項第２号 ２分の

 １ 

  法附則第１５条第２７項第３号 ２分の

 １ 

  法附則第１５条第２８項第１号 ３分の

 ２ 

  法附則第１５条第２８項第２号 ２分の

 １ 

  法附則第１５条第３０項第１号 ３分の

 ２ 

  法附則第１５条第３０項第２号 ４分の

  ３ 

  法附則第１５条第３０項第３号 ２分の

 １ 

  法附則第１５条第３４項 ３分の２ 

  法附則第１５条第３８項 ２分の１ 

  法附則第１５条第３９項 ３分の２ 

  法附則第１５条第４１項 ０ 

  法附則第１５条第４７項 ３分の２ 

  略 

（軽自動車税の種別割の税率の特例） 

３８ ３輪以上の軽自動車（法附則第３０条第１

項に規定する軽自動車をいう。以下この項にお

いて「特定軽自動車」という。）に対する当該

特定軽自動車が最初の法第４４４条第３項に

規定する車両番号の指定（次項から附則第４２

項までにおいて「初回車両番号指定」という。）
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を受けた月から起算して１４年を経過した月

の属する年度以後の年度分の軽自動車税の種

別割に係る第６２条の規定の適用については、

当分の間、次表の左欄に掲げる同条の規定中同

表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄

に掲げる字句とする。 

３９ ３輪以上の軽自動車で法附則第３０条第

２項各号に掲げるものに対する第６２条の規

定の適用については、当該軽自動車が令和２年

４月１日から令和３年３月３１日までの間に

初回車両番号指定を受けた場合には、令和３年

度分の軽自動車税の種別割に限り、次表の左欄

に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字

句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とす

る。 

 

 

 

４０ ３輪以上のガソリン軽自動車（法附則第３

０条第３項に規定するガソリン軽自動車をい

う。以下この項及び次項において同じ。）で同

条第３項各号に掲げるものに対する第６２条

の規定の適用については、当該ガソリン軽自動

車が令和２年４月１日から令和３年３月３１

日までの間に初回車両番号指定を受けた場合

には、令和３年度分の軽自動車税の種別割に限

り、次表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中

欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げ

る字句とする。 

 

 

 

４１ ３輪以上のガソリン軽自動車で法附則第

３０条第４項に掲げるもの（前項の規定の適用

を受けるものを除く。）に対する第６２条の規

定の適用については、当該ガソリン軽自動車が

令和２年４月１日から令和３年３月３１日ま

での間に初回車両番号指定を受けた場合には、

を受けた月から起算して１４年を経過した月

の属する年度以後の年度分の軽自動車税の種

別割に係る第６２条の規定の適用については、

当分の間、次表の左欄に掲げる同条の規定中同

表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄

に掲げる字句とする。 

３９ ３輪以上の軽自動車で法附則第３０条第

２項各号に掲げるものに対する第６２条の規

定の適用については、当該軽自動車が平成３１

年４月１日から令和２年３月３１日までの間

に初回車両番号指定を受けた場合には令和２

年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該軽自

動車が令和２年４月１日から令和３年３月３

１日までの間に初回車両番号指定を受けた場

合には令和３年度分の軽自動車税の種別割に

限り、次表の左欄に掲げる同条の規定中同表の

中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲

げる字句とする。 

４０ ３輪以上のガソリン軽自動車（法附則第３

０条第３項に規定するガソリン軽自動車をい

う。以下この項及び次項において同じ。）で同

条第３項各号に掲げるものに対する第６２条

の規定の適用については、当該ガソリン軽自動

車が平成３１年４月１日から令和２年３月３

１日までの間に初回車両番号指定を受けた場

合には令和２年度分の軽自動車税の種別割に

限り、当該ガソリン軽自動車が令和２年４月１

日から令和３年３月３１日までの間に初回車

両番号指定を受けた場合には令和３年度分の

軽自動車税の種別割に限り、次表の左欄に掲げ

る同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ

れぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

４１ ３輪以上のガソリン軽自動車で法附則第

３０条第４項に掲げるもの（前項の規定の適用

を受けるものを除く。）に対する第６２条の規

定の適用については、当該ガソリン軽自動車が

平成３１年４月１日から令和２年３月３１日

までの間に初回車両番号指定を受けた場合に
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令和３年度分の軽自動車税の種別割に限り、次

表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に

掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字

句とする。 

 

 

 

４２ ３輪以上の軽自動車で法附則第３０条第

２項各号に掲げるもの（自家用の乗用のものに

限る。以下この項において同じ。）に対する第

６２条の規定の適用については、当該軽自動車

が令和３年４月１日から令和４年３月３１日

までの間に初回車両番号指定を受けた場合に

は令和４年度分の軽自動車税の種別割に限り、

当該軽自動車が令和４年４月１日から令和５

年３月３１日までの間に初回車両番号指定を

受けた場合には令和５年度分の軽自動車税の

種別割に限り、附則第３９項の表の左欄に掲げ

る同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ

れぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

４３ ３輪以上の軽自動車で法附則第３０条第

２項各号に掲げるもの（自家用の乗用のものを

除く。以下この項において同じ。）に対する第

６２条の規定の適用については、当該軽自動車

が令和３年４月１日から令和４年３月３１日

までの間に初回車両番号指定を受けた場合に

は令和４年度分の軽自動車税の種別割に限り、

当該軽自動車が令和４年４月１日から令和５

年３月３１日までの間に初回車両番号指定を

受けた場合には令和５年度分の軽自動車税の

種別割に限り、附則第３９項の表の左欄に掲げ

る同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ

れぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

４４ ３輪以上のガソリン軽自動車（法附則第３

０条第７項に規定するガソリン軽自動車をい

う。以下この項において同じ。）に対する第６

２条の規定の適用については、当該ガソリン軽

自動車が令和３年４月１日から令和４年３月

は令和２年度分の軽自動車税の種別割に限り、

当該ガソリン軽自動車が令和２年４月１日か

ら令和３年３月３１日までの間に初回車両番

号指定を受けた場合には令和３年度分の軽自

動車税の種別割に限り、次表の左欄に掲げる同

条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞ

れ同表の右欄に掲げる字句とする。 

４２ ３輪以上の軽自動車で法附則第３０条第

２項各号に掲げるもののうち、自家用の乗用の

ものに対する第６２条の規定の適用について

は、当該軽自動車が令和３年４月１日から令和

４年３月３１日までの間に初回車両番号指定

を受けた場合には令和４年度分の軽自動車税

の種別割に限り、当該軽自動車が令和４年４月

１日から令和５年３月３１日までの間に初回

車両番号指定を受けた場合には令和５年度分

の軽自動車税の種別割に限り、附則第３９項の

表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に

掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字

句とする。 
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３１日までの間に初回車両番号指定を受けた

場合には令和４年度分の軽自動車税の種別割

に限り、当該ガソリン軽自動車が令和４年４月

１日から令和５年３月３１日までの間に初回

車両番号指定を受けた場合には令和５年度分

の軽自動車税の種別割に限り、附則第４０項の

表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に

掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字

句とする。 

４５ ３輪以上のガソリン軽自動車（法附則第３

０条第８項に規定するガソリン軽自動車をい

い、前項の規定の適用を受けるものを除く。以

下この項において同じ。）に対する第６２条の

規定の適用については、当該ガソリン軽自動車

が令和３年４月１日から令和４年３月３１日

までの間に初回車両番号指定を受けた場合に

は令和４年度分の軽自動車税の種別割に限り、

当該ガソリン軽自動車が令和４年４月１日か

ら令和５年３月３１日までの間に初回車両番

号指定を受けた場合には令和５年度分の軽自

動車税の種別割に限り、附則第４１項の表の左

欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる

字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とす

る。 

４６～５１ 略 

５２ 附則第５０項の規定は、平成７年度分の第

２６条第１項又は第３項の申告書（その提出期

限後において市民税の納税通知書が送達され

る時までに提出されたもの及びその時までに

提出された第２７条第１項に規定する確定申

告書を含む。）に附則第５０項の規定の適用を

受けようとする旨の記載がある場合（これらの

申告書にその記載がないことについてやむを

得ない理由があると市長が認める場合を含

む。）に限り、適用する。 

（特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の

医療費控除の特例） 

５３ 平成３０年度から令和９年度までの各年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４３～４８ 略 

４９ 附則第４７項の規定は、平成７年度分の第

２６条第１項又は第３項の申告書（その提出期

限後において市民税の納税通知書が送達され

る時までに提出されたもの及びその時までに

提出された第２７条第１項に規定する確定申

告書を含む。）に附則第４７項の規定の適用を

受けようとする旨の記載がある場合（これらの

申告書にその記載がないことについてやむを

得ない理由があると市長が認める場合を含

む。）に限り、適用する。 

（特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の

医療費控除の特例） 

５０ 平成３０年度から令和４年度までの各年
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度分の個人の市民税に限り、所得割の納税義務

者が、前年中に自己又は自己と生計を一にする

配偶者その他の親族に係る特定一般用医薬品

等購入費（租税特別措置法第４１条の１７第１

項に規定する特定一般用医薬品等購入費をい

う。）を支払った場合において法附則第４条の

４第３項に規定する取組を行ったときにおけ

る第２１条の規定による控除については、当該

所得割の納税義務者の選択により、同条中「同

項」とあるのは「同項（第２号を除く。）」と、

「まで」とあるのは「まで並びに法附則第４条

の４第３項の規定により読み替えて適用され

る法第３１４条の２第１項（同号に限る。）」と

して、同条の規定を適用することができる。 

５４・５５ 略 

（耐震基準適合住宅に対する固定資産税の減額

の規定の適用を受けようとする者がすべき申告） 

５６ 法附則第１５条の９第１項に規定する耐

震基準適合住宅について、同項の規定の適用を

受けようとする者は、当該耐震基準適合住宅に

係る耐震改修（同項に規定する耐震改修をい

う。以下この項から附則第６２項までにおいて

同じ。）が完了した日から３月以内に、次の各

号に掲げる事項を記載した申告書に当該耐震

改修に要した費用を証する書類及び当該耐震

改修後の家屋が耐震基準（法附則第１５条の９

第１項に規定する耐震基準をいう。以下この項

から附則第６２項までにおいて同じ。）に適合

することを証する書類を添えて市長に提出し

なければならない。 

５７～５９ 略 

６０ 附則第５８項の規定にかかわらず、同項の

規定により同項の申告書に添えるものとされ

ている書類については、市長は、当該書類によ

り証明すべき事実を公簿等により確認するこ

とができるときは、当該申告書への添付を省略

させることができる。 

６１～６４ 略 

度分の個人の市民税に限り、所得割の納税義務

者が、前年中に自己又は自己と生計を一にする

配偶者その他の親族に係る特定一般用医薬品

等購入費（租税特別措置法第４１条の１７第１

項に規定する特定一般用医薬品等購入費をい

う。）を支払った場合において法附則第４条の

４第３項に規定する取組を行ったときにおけ

る第２１条の規定による控除については、当該

所得割の納税義務者の選択により、同条中「同

項」とあるのは「同項（第２号を除く。）」と、

「まで」とあるのは「まで並びに法附則第４条

の４第３項の規定により読み替えて適用され

る法第３１４条の２第１項（同号に限る。）」と

して、同条の規定を適用することができる。 

５１・５２ 略 

（耐震基準適合住宅に対する固定資産税の減額

の規定の適用を受けようとする者がすべき申告） 

５３ 法附則第１５条の９第１項に規定する耐

震基準適合住宅について、同項の規定の適用を

受けようとする者は、当該耐震基準適合住宅に

係る耐震改修（同項に規定する耐震改修をい

う。以下この項並びに附則第５５項及び第５８

項において同じ。）が完了した日から３月以内

に、次の各号に掲げる事項を記載した申告書に

当該耐震改修に要した費用を証する書類及び

当該耐震改修後の家屋が耐震基準（法附則第１

５条の９第１項に規定する耐震基準をいう。附

則第５８項において同じ。）に適合することを

証する書類を添えて市長に提出しなければな

らない。 

５４～５６ 略 

５７ 附則第５５項の規定にかかわらず、同項の

規定により同項の申告書に添えるものとされ

ている書類については、市長は、当該書類によ

り証明すべき事実を公簿等により確認するこ

とができるときは、当該申告書への添付を省略

させることができる。 

５８～６１ 略 
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６５ 附則第６３項の規定にかかわらず、同項の

規定により同項の申告書に添えるものとされ

ている書類については、市長は、当該書類によ

り証明すべき事実を公簿等により確認するこ

とができるときは、当該申告書への添付を省略

させることができる。 

６６・６７ 略 

６８ 附則第６６項の規定にかかわらず、同項の

規定により同項の申告書に添えるものとされ

ている書類については、市長は、当該書類によ

り証明すべき事実を公簿等により確認するこ

とができるときは、当該申告書への添付を省略

させることができる。 

６９・７０ 略 

７１ 附則第６９項の規定にかかわらず、同項の

規定により同項の申告書に添えるものとされ

ている書類については、市長は、当該書類によ

り証明すべき事実を公簿等により確認するこ

とができるときは、当該申告書への添付を省略

させることができる。 

７２～７８ 略 

７９ 所得割の納税義務者が前年分の所得税に

つき新型コロナウイルス感染症特例法第６条

の２第１項の規定の適用を受けた場合におけ

る附則第２２項の規定の適用については、同項

中「令和１５年度」とあるのは「令和１７年度」

と、「令和３年」とあるのは「令和４年」とす

る。 

８０ 略 

６２ 附則第６０項の規定にかかわらず、同項の

規定により同項の申告書に添えるものとされ

ている書類については、市長は、当該書類によ

り証明すべき事実を公簿等により確認するこ

とができるときは、当該申告書への添付を省略

させることができる。 

６３・６４ 略 

６５ 附則第６３項の規定にかかわらず、同項の

規定により同項の申告書に添えるものとされ

ている書類については、市長は、当該書類によ

り証明すべき事実を公簿等により確認するこ

とができるときは、当該申告書への添付を省略

させることができる。 

６６・６７ 略 

６８ 附則第６６項の規定にかかわらず、同項の

規定により同項の申告書に添えるものとされ

ている書類については、市長は、当該書類によ

り証明すべき事実を公簿等により確認するこ

とができるときは、当該申告書への添付を省略

させることができる。 

６９～７５ 略 

 

 

 

 

 

 

 

７６ 略 
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尼崎市市税条例（第２条関係） 

改正後 現 行 

（個人の市民税の非課税の範囲） 

第１８条 

２ 法の施行地に住所を有する者で均等割のみ

を課すべきもののうち、前年の合計所得金額が 

３５０，０００円にその者の同一生計配偶者

（法第２９２条第１項第７号に規定する同一

生計配偶者をいう。以下同じ。）及び扶養親族

（同項第９号に規定する扶養親族をいう。以下

同じ。）（年齢１６歳未満の者及び法第３１４条

の２第１項第１１号に規定する控除対象扶養

親族に限る。以下この項において同じ。）の数

に１を加えた数を乗じて得た金額に１００，０

００円を加算した金額（その者が同一生計配偶

者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に

２１０，０００円を加算した金額）以下である

者に対しては、均等割を課さない。 

（個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養

親族申告書） 

第２７条の３ 所得税法第２０３条の６第１項

の規定により同項に規定する申告書を提出し

なければならない者又は法の施行地において

同項に規定する公的年金等（所得税法第２０３

条の７の規定の適用を受けるものを除く。以下

この項において（公的年金等という。）の支払

を受ける第１７条第１項第１号に掲げる者で

あって、扶養親族（年齢１６歳未満の者に限

る。）を有する者（以下この条において「公的

年金等受給者」という。）で市内に住所を有す

るものは、当該申告書の提出の際に経由すべき

所得税法第２０３条の６第１項に規定する公

的年金等の支払者（以下この条において「公的

年金等支払者」という。）から毎年最初に公的

年金等の支払を受ける日の前日までに、省令で

定めるところにより、次の各号に掲げる事項を

記載した申告書を、当該公的年金等支払者を経

由して、市長に提出しなければならない。 

（個人の市民税の非課税の範囲） 

第１８条 

２ 法の施行地に住所を有する者で均等割のみ

を課すべきもののうち、前年の合計所得金額が 

３５０，０００円にその者の同一生計配偶者

（法第２９２条第１項第７号に規定する同一

生計配偶者をいう。以下同じ。）及び扶養親族

（同項第９号に規定する扶養親族をいう。以下

同じ。）の数に１を加えた数を乗じて得た金額

に１００，０００円を加算した金額（その者が

同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合に

は、当該金額に２１０，０００円を加算した金

額）以下である者に対しては、均等割を課さな

い。 

 

 

（個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養

親族申告書） 

第２７条の３ 所得税法第２０３条の６第１項

の規定により同項に規定する申告書を提出し

なければならない者又は法の施行地において

同項に規定する公的年金等（所得税法第２０３

条の７の規定の適用を受けるものを除く。以下

この項において（公的年金等という。）の支払

を受ける第１７条第１項第１号に掲げる者で

あって、扶養親族（控除対象扶養親族（法第３

１４条の２第１項第１１号に規定する控除対

象扶養親族をいう。）を除く。）を有する者（以

下この条において「公的年金等受給者」とい

う。）で市内に住所を有するものは、当該申告

書の提出の際に経由すべき所得税法第２０３

条の６第１項に規定する公的年金等の支払者

（以下この条において「公的年金等支払者」と

いう。）から毎年最初に公的年金等の支払を受

ける日の前日までに、省令で定めるところによ

り、次の各号に掲げる事項を記載した申告書
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（給与所得に係る特別徴収義務者の指定等） 

第３３条の３ 給与所得に係る個人の市民税の

特別徴収義務者は、当該年度の初日において前

条の納税義務者に対して給与の支払をする者

（他の市町村内において給与の支払をする者

を含む。）のうち給与の支払をする際所得税を

徴収して納付する義務がある者とする。この場

合において、市長は、給与所得に係る特別徴収

税額（法第３２１条の４第１項に規定する給与

所得に係る特別徴収税額をいう。以下この節に

おいて同じ。）を特別徴収の方法によって徴収

する旨（以下この条において「通知事項」とい

う。）を、当該特別徴収義務者及びこれを経由

して当該納税義務者に通知するものとする。 

 

７ 市長は、第１項又は第５項の特別徴収義務者

（第２９条第１項の給与支払報告書に記載す

べき事項を同条第５項（第１号に係る部分に限

る。）の規定により提供した者及び同条第１項

の規定による給与支払報告書の提出を法第７

４７条の２第１項の規定により行った者に限

る。以下この条において「特定特別徴収義務者」

という。）が第１項後段（前項において準用す

る場合を含む。以下この条及び次条第１項にお

いて同じ。）の規定により当該特定特別徴収義

務者に通知すべき通知事項について電磁的方

法により提供を受けることを希望する旨の申

出をした場合は、第１項後段の規定による通知

に代えて、当該通知事項を、省令で定めるとこ

ろにより、地方税関係手続用電子情報処理組織

を使用し、かつ、機構を経由して行う方法によ

り当該特定特別徴収義務者に提供しなければ

ならない。 

８ 市長は、特定特別徴収義務者（第１項後段の

規定により当該特定特別徴収義務者を経由し

て納税義務者に通知すべき通知事項を電磁的

を、当該公的年金等支払者を経由して、市長に

提出しなければならない。 

（給与所得に係る特別徴収義務者の指定等） 

第３３条の３ 給与所得に係る個人の市民税の

特別徴収義務者は、当該年度の初日において前

条の納税義務者に対して給与の支払をする者

（他の市町村内において給与の支払をする者

を含む。）のうち給与の支払をする際所得税を

徴収して納付する義務がある者とする。この場

合において、市長は、給与所得に係る特別徴収

税額（法第３２１条の４第１項に規定する給与

所得に係る特別徴収税額をいう。以下この節に

おいて同じ。）を特別徴収の方法によって徴収

する旨（第７項から第９項までにおいて「通知

事項」という。）を、当該特別徴収義務者及び

これを経由して当該納税義務者に通知するも

のとする。 

７ 市長は、第１項又は第５項の特別徴収義務者

の同意がある場合は、第１項後段（前項におい

て準用する場合を含む。次項及び次条第１項に

おいて同じ。）の規定による通知に代えて、通

知事項を、省令で定めるところにより、地方税

関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、

機構を経由して行う方法により当該特別徴収

義務者に提供することができる。 
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方法により納税義務者に提供する体制が整備

されている者に限る。）が当該通知事項につい

て電磁的方法により送信を受けることを希望

する旨の申出をした場合には、同項後段の規定

による通知に代えて、当該通知事項を、省令で

定めるところにより、地方税関係手続用電子情

報処理組織を使用し、かつ、機構を経由して行

う方法により当該特定特別徴収義務者に送信

し、これを経由して当該納税義務者に提供しな

ければならない。 

９ 前項の場合において、同項の通知事項の送信

を受けた特定特別徴収義務者は、当該通知事項

を電磁的方法（これにより難いと認められる納

税義務者に対しては、省令で定める方法）によ

り納税義務者に提供するものとする。 

１０ 第７項又は第８項の規定により行われた

通知事項の提供については、第１項後段の規定

による通知があったものとみなして、次条第１

項及び第３３条の５第１項の規定を適用する。 

１１ 第７項の規定により行われた通知事項の

提供及び第８項の規定により行われた通知事

項の送信は、機構電子計算機に備えられたファ

イルへの記録がされた上で、市長が省令で定め

る方法により通知した当該記録に関する事項

がこれらの規定に規定する特定特別徴収義務

者に到達した時に当該特定特別徴収義務者に

到達したものとみなす。 

（給与所得に係る特別徴収税額の変更） 

第３３条の５ 

２ 第３３条の３第７項から第１１項までの規

定は、前項の規定による通知について準用す

る。この場合において、同条第７項及び第８項

中「通知事項」とあるのは「給与所得に係る特

別徴収税額を変更した旨」と、同条第９項中「前

項」とあるのは「第３３条の５第２項において

読み替えて準用する前項」と、「通知事項」と

あるのは「給与所得に係る特別徴収税額を変更

した旨」と、同条第１０項中「第７項又は第８

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 前項の規定により行われた通知事項の提供

については、第１項後段の規定による通知があ

ったものとみなして、次条第１項及び第３３条

の５第１項の規定を適用する。 

９ 第７項の規定により行われた通知事項の提

供は、機構電子計算機に備えられたファイルへ

の記録がされた上で、市長が省令で定める方法

により通知した当該記録に関する事項が同項

に規定する特別徴収義務者に到達した時に当

該特別徴収義務者に到達したものとみなす。 

 

 

（給与所得に係る特別徴収税額の変更） 

第３３条の５ 

２ 第３３条の３第７項から第９項までの規定

は、前項の規定による通知について準用する。

この場合において、同条第７項中「通知事項」

とあるのは「給与所得に係る特別徴収税額を変

更した旨」と、同条第８項中「前項」とあるの

は「第３３条の５第２項において読み替えて準

用する前項」と、「通知事項」とあるのは「給

与所得に係る特別徴収税額を変更した旨」と、

「次条第１項及び第３３条の５第１項」とある
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項」とあるのは「第３３条の５第２項において

読み替えて準用する前項」と、「通知事項」と

あるのは「給与所得に係る特別徴収税額を変更

した旨」と、「次条第１項及び第３３条の５第

１項」とあるのは「第３３条の５第３項」と、

同条第１１項中「第７項」とあるのは「第３３

条の５第２項において読み替えて準用する第

７項」と、「通知事項」とあるのは「給与所得

に係る特別徴収税額を変更した旨」と、「第８

項」とあるのは「第３３条の５第２項において

読み替えて準用する第８項」と読み替えるもの

とする。 

附 則 

（固定資産税等の課税標準等の特例） 

１０ 略 

   法附則第１５条第４６項 ３分の１ 

   略 

 

 （削る） 

 

のは「第３３条の５第３項」と、同条第９項中

「第７項」とあるのは「第３３条の５第２項に

おいて読み替えて準用する第７項」と、「通知

事項」とあるのは「給与所得に係る特別徴収税

額を変更した旨」と読み替えるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

附 則 

（固定資産税等の課税標準等の特例） 

１０ 略 

  

   略 

（法附則第６４条の条例で定める割合） 

８０ 法附則第６４条の条例で定める割合は、０

とする。 
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尼崎市市税条例等の一部を改正する条例（令和２年尼崎市条例第３４号）（第３条関係） 

改正後 現 行 

第２条 尼崎市市税条例の一部を次のように改

正する。 

第１３条第１項各号列記以外の部分中「、第４

項若しくは第６項」を「若しくは第４項」に、「第

３３条の８第８項」を「第３３条の８第６項」に、

「、第４項又は第６項」を「又は第４項」に改め、

同項第２号及び第３号中「、第４項又は第６項」

を「又は第４項」に改め、同項第４号中「第３３

条の８第８項」を「第３３条の８第６項」に、「同

条第９項」を「同条第７項」に改める。 

 第１７条第５項中「第３３条の８第１９項から

第２１項」を「第３３条の８第１７項から第１９

項」に改める。 

 第３３条の７第１項第１号オ中「第２９２条第

１項第４号の５」を「第２９２条第１項第４号の

２」に改め、同条第３項第２号中「又は同条第３

項の規定によって納付する法人」を削り、「これ

らの法人の同条第２項に規定する連結事業年度

開始の日から６月」を「当該法人の同項」に改め、

同項中第３号を削り、第４号を第３号とし、同条

第４項中「、同項第２号の連結事業年度開始の日

から６月の期間、同項第３号の連結法人税額の課

税標準の算定期間又は同項第４号」を「若しくは

同項第２号の期間又は同項第３号」に改め、同条

第５項中「から第３号まで」を「及び第２号」に

改め、同条第８項を削り、同条第９項中「の規定

によって申告納付するものにあっては同項」及び

「、同条第４項の規定によって申告納付するもの

にあっては同項に規定する連結法人税額の課税

標準の算定期間の末日現在」を削り、同項を同条

第８項とする。 

 第３３条の７の２第１項中「又は個別帰属法人

税額（同項第４号の２に規定する個別帰属法人税

額をいう。以下この款において同じ。）」を削り、

「事業年度（連結事業年度に該当する期間を除

く。第５項において同じ。）分又は当該連結事業

第２条 尼崎市市税条例の一部を次のように改

正する。 

 第１３条第１項各号列記以外の部分中「、第４

項若しくは第６項」を「若しくは第４項」に、「第

３３条の８第８項」を「第３３条の８第６項」に、

「、第４項又は第６項」を「又は第４項」に改め、

同項第２号及び第３-号中「、第４項又は第６項」

を「又は第４項」に改め、同項第４号中「第３３

条の８第８項」を「第３３条の８第６項」に、「同

条第９項」を「同条第７項」に改める。 

 第１７条第５項中「第３３条の８第１９項から

第２１項」を「第３３条の８第１７項から第１９

項」に改める。 

 第３３条の７第１項第１号オ中「第２９２条第

１項第４号の５」を「第２９２条第１項第４号の

２」に改め、同条第３項第２号中「又は同条第３

項の規定によって納付する法人」を削り、「これ

らの法人の同条第２項に規定する連結事業年度

開始の日から６月」を「当該法人の同項」に改め、

同項中第３号を削り、第４号を第３号とし、同条

第４項中「、同項第２号の連結事業年度開始の日

から６月の期間、同項第３号の連結法人税額の課

税標準の算定期間又は同項第４号」を「若しくは

同項第２号の期間又は同項第３号」に改め、同条

第５項中「から第３号まで」を「及び第２号」に

改め、同条第８項を削り、同条第９項中「の規定

によって申告納付するものにあっては同項」及び

「、同条第４項の規定によって申告納付するもの

にあっては同項に規定する連結法人税額の課税

標準の算定期間の末日現在」を削り、同項を同条

第８項とする。 

 第３３条の７の２第１項中「又は個別帰属法人

税額（同項第４号の２に規定する個別帰属法人税

額をいう。以下この款において同じ。）」を削り、

「事業年度（連結事業年度に該当する期間を除

く。第５項において同じ。）分又は当該連結事業
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年度分」を「事業年度分」に改め、同条第２項中

「の規定により申告納付すべき法人にあっては

同項」及び「、同条第４項の規定により申告納付

すべき法人にあっては同項に規定する連結法人

税額の課税標準の算定期間の末日現在」を削り、

同条第３項中「又は個別帰属法人税額」を削り、

同条第４項中「又は同条第４項に規定する連結法

人税額の課税標準の算定期間」及び「又は当該連

結法人税額の課税標準の算定期間」を削り、同条

第５項中「又は個別帰属法人税額」及び「又は当

該連結事業年度」を削り、「６月を経過した日」

を「次条第１項に規定する６月経過日」に改め、

「又は前連結事業年度」を削る。 

 第３３条の８第１項中「あり、かつ」を「ある

法人で」に、「（連結事業年度に該当する期間を除

く。）の開始」を「開始」に、「６月」を「６月経

過日（当該事業年度（当該法人が同法第２条第１

２号の７に規定する通算子法人である場合には、

当該事業年度開始の日の属する当該法人に係る

通算親法人（同条第１２号の６の７に規定する通

算親法人をいう。次項において同じ。）の事業年

度）開始の日以後６月を経過した日をいう。）の

前日まで」に、「有する法人」を「有するもの」

に、「前事業年度（連結事業年度に該当する期間

を除く。）」を「前事業年度」に改め、「又は当該

事業年度開始の日の前日の属する連結事業年度

の法人税割額を基準として令で定めるところに

より計算した法人税割額」を削り、「第１８項」

を「第１６項」に改め、同条第２項を次のように

改める。 

２ 法人税法第７１条第１項ただし書の規定に

より同項の規定による法人税に係る申告書を

提出することを要しないこととされた法人（同

項第１号に掲げる金額（同条第２項又は第３項

の規定の適用がある場合には、その適用後の金

額）が１０万円以下である場合又は当該金額が

ない場合に該当するものを除く。）で、当該事

業年度（新たに設立された法人のうち適格合併

年度分」を「事業年度分」に改め、同条第２項中

「の規定により申告納付すべき法人にあっては

同項」及び「、同条第４項の規定により申告納付

すべき法人にあっては同項に規定する連結法人

税額の課税標準の算定期間の末日現在」を削り、

同条第３項中「又は個別帰属法人税額」を削り、

同条第４項中「又は同条第４項に規定する連結法

人税額の課税標準の算定期間」及び「又は当該連

結法人税額の課税標準の算定期間」を削り、同条

第５項中「又は個別帰属法人税額」及び「又は当

該連結事業年度」を削り、「６月を経過した日」

を「次条第１項に規定する６月経過日」に改め、

「又は前連結事業年度」を削る。 

 第３３条の８第１項中「あり、かつ」を「ある

法人で」に、「（連結事業年度に該当する期間を除

く。）の開始」を「開始」に、「６月」を「６月経

過日（当該事業年度（当該法人が同法第２条第１

２号の７に規定する通算子法人である場合には、

当該事業年度開始の日の属する当該法人に係る

通算親法人（同条第１２号の６の７に規定する通

算親法人をいう。次項において同じ。）の事業年

度）開始の日以後６月を経過した日をいう。）の

前日まで」に、「有する法人」を「有するもの」

に、「前事業年度（連結事業年度に該当する期間

を除く。）」を「前事業年度」に改め、「又は当該

事業年度開始の日の前日の属する連結事業年度

の法人税割額を基準として令で定めるところに

より計算した法人税割額」を削り、「第１８項」

を「第１６項」に改め、同条第２項を次のように

改める。 

２ 法人税法第７１条第１項ただし書の規定に

より同項の規定による法人税に係る申告書を

提出することを要しないこととされた法人（同

項第１号に掲げる金額（同条第２項又は第３項

の規定の適用がある場合には、その適用後の金

額）が１０万円以下である場合又は当該金額が

ない場合に該当するものを除く。）で、当該事

業年度（新たに設立された法人のうち適格合併
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（同法第２条第１２号の８に規定する適格合

併をいう。以下この条において同じ。）により

設立されたもの以外のものの設立の日の属す

る事業年度及び同法第６４条の９第１項の規

定による承認の効力が生じた日が同日の属す

る当該法人に係る通算親法人の事業年度（以下

この項において「通算親法人事業年度」とい

う。）開始の日以後６月を経過した日以後であ

るときのその効力が生じた日の属する事業年

度を除く。以下この項において同じ。）開始の

日から６月経過日（当該通算親法人事業年度開

始の日以後６月を経過した日をいう。以下この

項及び第１６項において同じ。）の前日までの

期間中において市内に事務所、事業所又は寮等

を有するものは、当該事業年度開始の日の属す

る通算親法人事業年度が６月を超え、かつ、６

月経過日において当該通算親法人との間に同

法第２条第１２号の７の７に規定する通算完

全支配関係がある場合には、６月経過日から２

月以内に、前事業年度の法人税割額を基準とし

て令で定めるところにより計算した法人税割

額（第３３条の１０第１項において「法人税に

おいて予定申告義務がない法人の予定申告に

係る法人税割額」という。）、均等割額その他必

要な事項を記載した申告書（以下この項におい

て「法人の市民税の申告書」という。）を市長

に提出し、及びその申告した市民税額を納付し

なければならない。この場合において、当該法

人が、法人の市民税の申告書をその提出期限ま

でに提出しなかったときは、第１６項の規定の

適用がある場合を除き、当該申告書の提出期限

において令で定めるところにより計算した法

人税割額及び均等割額を記載した当該申告書

の提出があったものとみなし、当該法人は、当

該申告納付すべき期限内にその提出があった

ものとみなされる申告書に係る市民税に相当

する税額の市民税を納付しなければならない。 

第３３条の８第３項及び第４項を削り、同条第

（同法第２条第１２号の８に規定する適格合

併をいう。以下この条において同じ。）により

設立されたもの以外のものの設立の日の属す

る事業年度及び同法第６４条の９第１項の規

定による承認の効力が生じた日が同日の属す

る当該法人に係る通算親法人の事業年度（以下

この項において「通算親法人事業年度」とい

う。）開始の日以後６月を経過した日以後であ

るときのその効力が生じた日の属する事業年

度を除く。以下この項において同じ。）開始の

日から６月経過日（当該通算親法人事業年度開

始の日以後６月を経過した日をいう。以下この

項及び第１６項において同じ。）の前日までの

期間中において市内に事務所、事業所又は寮等

を有するものは、当該事業年度開始の日の属す

る通算親法人事業年度が６月を超え、かつ、６

月経過日において当該通算親法人との間に同

法第２条第１２号の７の７に規定する通算完

全支配関係がある場合には、６月経過日から２

月以内に、前事業年度の法人税割額を基準とし

て令で定めるところにより計算した法人税割

額（第３３条の１０第１項において「法人税に

おいて予定申告義務がない法人の予定申告に

係る法人税割額」という。）、均等割額その他必

要な事項を記載した申告書（以下この項におい

て「法人の市民税の申告書」という。）を市長

に提出し、及びその申告した市民税額を納付し

なければならない。この場合において、当該法

人が、法人の市民税の申告書をその提出期限ま

でに提出しなかったときは、第１６項の規定の

適用がある場合を除き、当該申告書の提出期限

において令で定めるところにより計算した法

人税割額及び均等割額を記載した当該申告書

の提出があったものとみなし、当該法人は、当

該申告納付すべき期限内にその提出があった

ものとみなされる申告書に係る市民税に相当

する税額の市民税を納付しなければならない。 

第３３条の８第３項及び第４項を削り、同条第
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５項中「）若しくは」を「）又は」に改め、「又

は同法第８１条の２２第１項の規定により法人

税に係る申告書を提出する義務がある法人若し

くは当該法人との間に連結完全支配関係がある

連結子法人（連結申告法人に限る。）」を削り、「当

該事業年度開始の日前１０年以内に開始した事

業年度」の次に「又は中間期間」を加え、「含む。）

又は当該連結事業年度開始の日前１０年以内に

開始した事業年度（同法第８０条第５項又は第１

４４条の１３第１１項に規定する中間期間を含

む」を「いう。）（同法第８０条第７項又は第８項

に規定する欠損事業年度を除く」に改め、「又は

当該連結事業年度分」及び「又は個別帰属法人税

額」を削り、「前項、第８項又は第９項」を「第

６項又は第７項」に、「第３２１条の８第１２項

各号」を「第３２１条の８第２３項各号」に改め、

同項を同条第３項とし、同条第６項中「第３３条

の７第３項第４号」を「第３３条の７第３項第３

号」に改め、同項を同条第４項とし、同条第７項

中「、第４項」を削り、「第９項」を「第７項」

に改め、同項を同条第５項とし、同条第８項中「、

第６項」を削り、同項を同条第６項とし、同条第

９項中「、第２項又は第４項」を「又は第２項」

に改め、「（当該法人が連結子法人である場合又は

連結子法人であった場合にあっては、当該法人と

の間に連結完全支配関係がある連結親法人（法人

税法第２条第１２号の６の７に規定する連結親

法人をいう。以下この款において同じ。）若しく

は連結完全支配関係があった連結親法人が法人

税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る

更生若しくは決定の通知を受けたこと）」を削り、

「よって」を「より」に改め、「若しくは連結法

人税額」を削り、同項を同条第７項とし、同条第

１０項中「法の施行地に主たる事務所若しくは事

業所を有する法人」を「内国法人（法第２９２条

第１項第３号イに規定する内国法人をいう。以下

この款において同じ。）」に、「若しくは同法」を

「又は同法」に改め、「又は同法第８１条の１５

５項中「）若しくは」を「）又は」に改め、「又

は同法第８１条の２２第１項の規定により法人

税に係る申告書を提出する義務がある法人若し

くは当該法人との間に連結完全支配関係がある

連結子法人（連結申告法人に限る。）」を削り、「当

該事業年度開始の日前１０年以内に開始した事

業年度」の次に「又は中間期間」を加え、「含む。）

又は当該連結事業年度開始の日前１０年以内に

開始した事業年度（同法第８０条第５項又は第１

４４条の１３第１１項に規定する中間期間を含

む」を「いう。）（同法第８０条第７項又は第８項

に規定する欠損事業年度を除く」に改め、「又は

当該連結事業年度分」及び「又は個別帰属法人税

額」を削り、「前項、第８項又は第９項」を「第

６項又は第７項」に、「第３２１条の８第１２項

各号」を「第３２１条の８第２３項各号」に改め、

同項を同条第３項とし、同条第６項中「第３３条

の７第３項第４号」を「第３３条の７第３項第３

号」に改め、同項を同条第４項とし、同条第７項

中「、第４項」を削り、「第９項」を「第７項」

に改め、同項を同条第５項とし、同条第８項中「、

第６項」を削り、同項を同条第６項とし、同条第

９項中「、第２項又は第４項」を「又は第２項」

に改め、「（当該法人が連結子法人である場合又は

連結子法人であった場合にあっては、当該法人と

の間に連結完全支配関係がある連結親法人（法人

税法第２条第１２号の６の７に規定する連結親

法人をいう。以下この款において同じ。）若しく

は連結完全支配関係があった連結親法人が法人

税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る

更生若しくは決定の通知を受けたこと）」を削り、

「よって」を「より」に改め、「若しくは連結法

人税額」を削り、同項を同条第７項とし、同条第

１０項中「法の施行地に主たる事務所若しくは事

業所を有する法人」を「内国法人（法第２９２条

第１項第３号イに規定する内国法人をいう。以下

この款において同じ。）」に、「若しくは同法」を

「又は同法」に改め、「又は同法第８１条の１５
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第１項の連結控除限度個別帰属額」及び「若しく

は同条第３項の控除の限度額で令で定めるもの」

を削り、「第５３条第２６項」を「第５３条第３

８項」に改め、「、第４項」を削り、同項を同条

第８項とし、同条第１１項中「又は同法第８１条

の２２第１項の規定により法人税に係る申告書

を提出する義務がある法人若しくは当該法人と

の間に連結完全支配関係がある連結子法人（連結

申告法人に限る。）」、「又は各連結事業年度」、「又

は連結事業年度」及び「又は当該各連結事業年度」

を削り、「とする適格合併に係る被合併法人の当

該適格合併」を「（法第３２１条の８第５項に規

定する合併法人をいう。以下この条において同

じ。）とする適格合併に係る被合併法人（同項に

規定する被合併法人をいう。以下この条において

同じ。）の当該適格合併」に改め、「又は連結法人

税額に係る個別帰属法人税額」を削り、「第１３

項」を「第１１項」に、「第１４項又は第１７項」

を「第１２項又は第１５項」に改め、同項を同条

第９項とし、同条第１２項中「第１０項」を「第

８項」に改め、同項を同条第１０項とし、同条第

１３項中「又は連結法人税額に係る個別帰属法人

税額」を削り、「第１５項」を「第１３項」に改

め、「又は連結事業年度」を削り、「以下この条」

を「次項及び第１３項」に、「第１７項」を「第

１５項」に改め、同項を同条第１１項とし、同条

第１４項中「又は連結事業年度の開始」を「開始」

に、「又は連結事業年度の法人」を「の法人」に

改め、「又は当該５年を経過する日の属する連結

事業年度の」及び「若しくは連結事業年度」を削

り、「第１７項」を「第１５項」に、「第１１項」

を「第９項」に改め、同項第４号中「普通法人又

は」を「法人税法第２条第９号に規定する普通法

人又は同条第７号に規定する」に、「法人税法第

２条第６号」を「同条第６号」に改め、同項を同

条第１２項とし、同条第１５項中「第１７項」を

「第１５項」に、「第１１項」を「第９項」に改

め、同項を同条第１３項とし、同条中第１６項を

第１項の連結控除限度個別帰属額」及び「若しく

は同条第３項の控除の限度額で令で定めるもの」

を削り、「第５３条第２６項」を「第５３条第３

８項」に改め、「、第４項」を削り、同項を同条

第８項とし、同条第１１項中「又は同法第８１条

の２２第１項の規定により法人税に係る申告書

を提出する義務がある法人若しくは当該法人と

の間に連結完全支配関係がある連結子法人（連結

申告法人に限る。）」、「又は各連結事業年度」、「又

は連結事業年度」及び「又は当該各連結事業年度」

を削り、「とする適格合併に係る被合併法人の当

該適格合併」を「（法第３２１条の８第５項に規

定する合併法人をいう。以下この条において同

じ。）とする適格合併に係る被合併法人（同項に

規定する被合併法人をいう。以下この条において

同じ。）の当該適格合併」に改め、「又は連結法人

税額に係る個別帰属法人税額」を削り、「第１３

項」を「第１１項」に、「第１４項又は第１７項」

を「第１２項又は第１５項」に改め、同項を同条

第９項とし、同条第１２項中「第１０項」を「第

８項」に改め、同項を同条第１０項とし、同条第

１３項中「又は連結法人税額に係る個別帰属法人

税額」を削り、「第１５項」を「第１３項」に改

め、「又は連結事業年度」を削り、「以下この条」

を「次項及び第１３項」に、「第１７項」を「第

１５項」に改め、同項を同条第１１項とし、同条

第１４項中「又は連結事業年度の開始」を「開始」

に、「又は連結事業年度の法人」を「の法人」に

改め、「又は当該５年を経過する日の属する連結

事業年度の」及び「若しくは連結事業年度」を削

り、「第１７項」を「第１５項」に、「第１１項」

を「第９項」に改め、同項第４号中「普通法人又

は」を「法人税法第２条第９号に規定する普通法

人又は同条第７号に規定する」に、「法人税法第

２条第６号」を「同条第６号」に改め、同項を同

条第１２項とし、同条第１５項中「第１７項」を

「第１５項」に、「第１１項」を「第９項」に改

め、同項を同条第１３項とし、同条中第１６項を
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第１４項とし、第１７項を第１５項とし、同条第

１８項中「連結事業年度」を「事業年度」に、「６

月」を「６月経過日の前日まで」に改め、同項を

同条第１６項とし、同条第１９項中「第３２１条

の８第４３項」を「第３２１条の８第６１項」に

改め、「（法第２９２条第１項第３号イに規定する

内国法人をいう。以下同じ。）」を削り、「、第４

項又は第６項から第９項」を「又は第４項から第

７項」に、「第２１項」を「第１９項」に、「第３

２１条の８第４２項」を「第３２１条の８第６０

項」に改め、同項を同条第１７項とし、同条第２

０項を同条第１８項とし、同条第２１項中「第１

９項」を「第１７項」に改め、同項を同条第１９

項とし、同条第２２項中「第１９項」を「第１７

項」に、「第３２１条の８第４６項後段」を「第

３２１条の８第６４項後段」に改め、同項を同条

第２０項とし、同条第２３項中「、第６項若しく

は第９項」を「若しくは第７項」に改め、同項を

同条第２１項とし、同条第２４項中「第２２項」

を「第２０項」に、「第１９項」を「第１７項」

に改め、同項を同条第２２項とし、同条第２５項

中「第２２項前段」を「第２０項前段」に、「第

３２１条の８第５１項」を「第３２１条の８第６

９項」に、「第１９項」を「第１７項」に改め、

同項を同条第２３項とし、同条第２６項中「第２

２項後段」を「第２０項後段」に、「第２４項」

を「第２２項」に、「第７５条の４第３項」を「第

７５条の５第３項」に改め、「（同法第８１条の２

４の３第２項においてこれらの規定を準用する

場合を含む。）」を削り、「第３２１条の８第４６

項後段」を「第３２１条の８第６４項後段」に、

「第１９項」を「第１７項」に改め、同項ただし

書中「同条第４６項後段」を「同条第６４項後段」

に改め、同項を同条第２４項とする。 

第３３条の１０第１項中「若しくは個別帰属法

人税額」を削り、「これら」を「これ」に、「、法

人税に関する法律の規定によって」を「、法人税

に関する法律の規定により」に改め、「若しくは

第１４項とし、第１７項を第１５項とし、同条第

１８項中「連結事業年度」を「事業年度」に、「６

月」を「６月経過日の前日まで」に改め、同項を

同条第１６項とし、同条第１９項中「第３２１条

の８第４３項」を「第３２１条の８第５３項」に

改め、「（法第２９２条第１項第３号イに規定する

内国法人をいう。以下同じ。）」を削り、「、第４

項又は第６項から第９項」を「又は第４項から第

７項」に、「第２１項」を「第１９項」に、「第３

２１条の８第４２項」を「第３２１条の８第５２

項」に改め、同項を同条第１７項とし、同条第２

０項を同条第１８項とし、同条第２１項中「第１

９項」を「第１７項」に改め、同項を同条第１９

項とし、同条第２２項中「第１９項」を「第１７

項」に、「第３２１条の８第４６項後段」を「第

３２１条の８第５６項後段」に改め、同項を同条

第２０項とし、同条第２３項中「、第６項若しく

は第９項」を「若しくは第７項」に改め、同項を

同条第２１項とし、同条第２４項中「第２２項」

を「第２０項」に、「第１９項」を「第１７項」

に改め、同項を同条第２２項とし、同条第２５項

中「第２２項前段」を「第２０項前段」に、「第

３２１条の８第５１項」を「第３２１条の８第６

１項」に、「第１９項」を「第１７項」に改め、

同項を同条第２３項とし、同条第２６項中「第２

２項後段」を「第２０項後段」に、「第２４項」

を「第２２項」に、「第７５条の４第３項」を「第

７５条の５第３項」に改め、「（同法第８１条の２

４の３第２項においてこれらの規定を準用する

場合を含む。）」を削り、「第３２１条の８第４６

項後段」を「第３２１条の８第５６項後段」に、

「第１９項」を「第１７項」に改め、同項ただし

書中「同条第４６項後段」を「同条第５６項後段」

に改め、同項を同条第２４項とする。 

第３３条の１０第１項中「若しくは個別帰属法

人税額」を削り、「これら」を「これ」に、「、法

人税に関する法律の規定によって」を「、法人税

に関する法律の規定により」に改め、「若しくは
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法人税に関する法律の規定によって申告し、修正

申告し、更生され、若しくは決定された連結法人

税額に係る個別帰属法人税額（以下この条におい

て「確定個別帰属法人税額」という。）」を削り、

「予定申告に係る連結法人の法人税割額」を「法

人税において予定申告義務がない法人の予定申

告に係る法人税割額」に、「確定法人税額若しく

は確定個別帰属法人税額」を「法第３２１条の１

４の規定により確定法人税額」に、「、又は」を

「又は」に改め、同条第２項中「、第４項又は第

６項」を「又は第４項」に改め、「又は確定個別

帰属法人税額」を削り、同条第３項中「若しくは

個別帰属法人税額」及び「若しくは確定個別帰属

法人税額」を削り、「これら」を「これ」に、「、

又は」を「又は」に改め、同条第４項中「前各項」

の前に「市長は、」を加え、「よって」を「より」

に、「においては」を「には」に、「これ」を「、

これ」に改める。 

 第３３条の１２第１項中「よって」を「より」

に、「においては」を「には」に改め、「又は個別

帰属法人税額」を削り、同条第２項中「又は連結

法人税額の課税標準の算定期間（以下この項及び

次項において「算定期間」という。）」及び「又は

個別帰属法人税額」を削り、「案分して」を「按

分して」に改め、同条第３項第１号及び第２号中

「算定期間の中途」の前に「法人税額の課税標準

の」を加え、同項第３号中「算定期間中」の前に

「法人税額の課税標準の」を加える。 

第３３条の１３第２項を削り、同条第３項中

「前２項」を「前項」に改め、同項を同条第２項

とする。 

第７１条第３項ただし書中「０．７グラム」を

「１グラム」に、「０．７本」を「１本」に改め

る。 

附 則 

附則第２５項中「第８項又は第９項」を「第６

項又は第７項」に、「から、法附則第８条の２の

２第７項、第８項及び第１２項並びに同条第１４

法人税に関する法律の規定によって申告し、修正

申告し、更生され、若しくは決定された連結法人

税額に係る個別帰属法人税額（以下この条におい

て「確定個別帰属法人税額」という。）」を削り、

「予定申告に係る連結法人の法人税割額」を「法

人税において予定申告義務がない法人の予定申

告に係る法人税割額」に、「確定法人税額若しく

は確定個別帰属法人税額」を「法第３２１条の１

４の規定により確定法人税額」に、「、又は」を

「又は」に改め、同条第２項中「、第４項又は第

６項」を「又は第４項」に改め、「又は確定個別

帰属法人税額」を削り、同条第３項中「若しくは

個別帰属法人税額」及び「若しくは確定個別帰属

法人税額」を削り、「これら」を「これ」に、「、

又は」を「又は」に改め、同条第４項中「前各項」

の前に「市長は、」を加え、「よって」を「より」

に、「においては」を「には」に、「これ」を「、

これ」に改める。 

 第３３条の１２第１項中「よって」を「より」

に、「においては」を「には」に改め、「又は個別

帰属法人税額」を削り、同条第２項中「又は連結

法人税額の課税標準の算定期間（以下この項及び

次項において「算定期間」という。）」及び「又は

個別帰属法人税額」を削り、「案分して」を「按

分して」に改め、同条第３項第１号及び第２号中

「算定期間の中途」の前に「法人税額の課税標準

の」を加え、同項第３号中「算定期間中」の前に

「法人税額の課税標準の」を加える。 

第３３条の１３第２項を削り、同条第３項中

「前２項」を「前項」に改め、同項を同条第２項

とする。 

第７１条第３項ただし書中「０．７グラム」を

「１グラム」に、「０．７本」を「１本」に改め

る。 

附 則 

附則第２５項中「第８項又は第９項」を「第６

項又は第７項」に、「附則第８条の２の２第７項、

第８項及び第１２項並びに同条第１４項」を「附
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項」を「（法附則第８条の２の２第４項本文に規

定する法人税割額をいう。）から、同項から同条

第６項まで及び同条第８項」に、「同条第７項」

を「同条第４項」に改め、附則第２６項を次のよ

うに改める。 

２６ 削除 

則第８条の２の２第４項から第６項まで及び同

条第８項」に、「同条第７項」を「同条第４項」

に改め、附則第２６項を次のように改める。 

２６ 削除 

 

40



（議案説明資料） 

＜令和３年５月定例会＞ 

種 別 条例 番 号 議案第５６号 所 管 道路課 

件 名 
尼崎市市道の構造の技術的基準等を定める条例の一部を改正する条例につい

て 

内       容 

１ 改正理由 

  移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令及び高齢者、障

害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令（令和２

年国土交通省令第１２号）が施行されたことに伴い、条例で引用している省令の名称

が変更されたため、所要の整備を行うもの。 

 

２ 改正内容 

移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める第５条の規定中、引

用する省令の名称について、「移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準

を定める省令」を「移動等円滑化のために必要な道路の構造及び旅客特定車両停留施

設を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令」に改める。 

 

３ 施行期日 

  公布の日 
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尼崎市市道の構造の技術的基準等を定める条例 

改正後 現 行 

（移動等円滑化のために必要な道路の構造に関

する基準） 

第５条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の

促進に関する法律（平成１８年法律第９１号)

第１０条第１項の条例で定める基準（以下「移

動等円滑化基準」という。）は、移動等円滑化

のために必要な道路の構造及び旅客特定車両

停留施設を使用した役務の提供の方法に関す

る基準を定める省令（平成１８年国土交通省

令第１１６号）に定める基準（当該基準の特

例として定められている基準がある場合に

は、その基準を含む。以下「省令基準」とい

う。）のとおりとする。 

（移動等円滑化のために必要な道路の構造に関

する基準） 

第５条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の

促進に関する法律（平成１８年法律第９１号）

第１０条第１項の条例で定める基準（以下「移

動等円滑化基準」という。）は、移動等円滑化

のために必要な道路の構造に関する基準を定

める省令（平成１８年国土交通省令第１１６

号）に定める基準（当該基準の特例として定

められている基準がある場合には、その基準

を含む。以下「省令基準」という。）のとおり

とする。 
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（議案説明資料） 

 

＜令和３年５月定例会＞ 

種 別 その他 番 号 議案第５８号 所 管 住宅整備担当 

件 名 事業契約の変更について（市営武庫３住宅第２期（宮ノ北住宅）建替事業） 

内       容 

１ 変更理由 

宮ノ北住宅建替事業の第３次工区の解体工事に先立ち、アスベスト含有材使用状況

調査を実施したところ、内装の下地調整塗材等の一部にアスベストが含まれているこ

とを確認した。そのため、当該一部のアスベストに係る除去工事の増工をする必要が

生じたことにより、事業契約の変更を行うもの。 

 

２ 契約の相手方 

株式会社柄谷工務店、宮崎建設株式会社、株式会社トータルサプライ、株式会社市 

浦ハウジング＆プランニング大阪支店、株式会社三弘建築事務所、株式会社アクロス

コーポレイションを構成企業とするグループ 

代表企業 尼崎市玄番南之町４番地 

株式会社柄谷工務店 

代表取締役 柄谷 順一郎 

 

３ 契約金額 

変更前 １０，１４２，２５９，６００円 

変更後 １０，２４５，９２３，６００円 

増 額    １０３，６６４，０００円 

※ 金額は消費税等相当額８％（増額分については１０％）を含む。ただし、入

居者移転支援業務に係る経費に一部消費税等対象外経費あり。 

 

４ 契約期間 

変更前 平成２８年１０月１１日から令和４年５月３１日まで 

変更後 平成２８年１０月１１日から令和４年８月３１日まで 

延 長 ９２日間 
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